
一
頁

厚
生
労
働
省
令
第

号

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
及
び
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第

号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
七
月

日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則

目
次第

一
章

企
業
型
年
金

第
一
節

企
業
型
年
金
の
開
始
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
節

企
業
型
年
金
加
入
者
等
（
第
九
条
―
第
十
六
条
）

第
三
節

掛
金
（
第
十
七
条
）

第
四
節

運
用
（
第
十
八
条
―
第
二
十
一
条
）

第
五
節

給
付
（
第
二
十
二
条
）



二
頁

第
六
節

事
業
主
の
行
為
準
則
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

第
七
節

企
業
型
年
金
の
終
了
（
第
二
十
五
条
）

第
八
節

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
）

第
二
章

個
人
型
年
金

第
一
節

個
人
型
年
金
の
開
始
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
七
条
）

第
二
節

個
人
型
年
金
加
入
者
等
（
第
三
十
八
条
―
第
五
十
六
条
）

第
三
節

掛
金
（
第
五
十
七
条
・
第
五
十
八
条
）

第
四
節

雑
則
（
第
五
十
九
条
―
第
六
十
二
条
）

第
三
章

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十
七
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
―
第
七
十
一
条
）

附
則

第
一
章

企
業
型
年
金

第
一
節

企
業
型
年
金
の
開
始



三
頁

（
連
合
会
が
行
う
業
務
）

第
一
条

確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
連
合
会
が
行
う
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
の
確
認
に
係
る
業
務

二

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
限
度
額
の
管
理
に
係
る
業
務

（
過
半
数
代
表
者
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
及
び
法
第
五
条
第
二
項
の
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る

者
で
な
い
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法

に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
い
な
い
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。



四
頁

３

法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
主
（
第
三
条
第
二
項
、
第
十
二
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
、
第
六
十
一

及
び
第
七
十
条
を
除
き
、
以
下
単
に
「
事
業
主
」
と
い
う
。
）
は
、
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
が
過
半
数
代
表
者
で
あ
る
こ

と
若
し
く
は
過
半
数
代
表
者
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
又
は
過
半
数
代
表
者
と
し
て
不
正
な
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て

不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
約
の
承
認
の
申
請
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
に
係
る
規
約
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
企
業
型
年
金
に
係
る
規
約

二

法
第
三
条
第
一
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
五
号
又
は
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し

た
書
類

三

法
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
に
関
す
る
書
類
（
事
業
主
が
運
営
管
理
業
務
の
全
部

を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
（
運
営
管
理
業
務
の
う
ち
法
第
二
条
第
七
項
第
二
号
の
運
用
の
方
法
の
選
定
及
び
加
入
者
等
に

対
す
る
提
示
の
業
務
の
委
託
を
受
け
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
つ
い
て
は
、
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
（
平
成



五
頁

十
三
年
政
令
第

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
勧
誘
方
針
に
関
す
る
書
類
を
含
む
。

第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

資
産
管
理
契
約
に
関
す
る
書
類

五

実
施
事
業
所
に
お
け
る
就
業
規
則
又
は
労
働
協
約
及
び
給
与
規
程
又
は
退
職
金
規
程

六

実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
が
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
一
定
の
資
格
を

定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
退
職
金
規
程
、
厚
生
年
金
基
金
の
規
約
又
は
当
該
実
施
事
業
所
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る

企
業
年
金
制
度
及
び
退
職
手
当
制
度
が
適
用
さ
れ
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
の
書
類

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
書
類

２

前
項
の
申
請
は
、
二
以
上
の
事
業
主
が
一
の
企
業
型
年
金
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
を
代
表
と

し
て
定
め
、
そ
の
代
表
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
代
表
に
対
し
法
第
四
条
第
二
項
の
通
知
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
企
業
型
年
金
の
給
付
の
額
の
算
定
方
法
の
基
準
）



六
頁

第
四
条

令
第
五
条
第
一
号
の
年
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

年
金
た
る
老
齢
給
付
金

イ

そ
の
額
の
算
定
方
法
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
月
の
前
月
の
末
日
以
後
の
個
人
別
管
理
資
産
額
及
び
イ
の
規
定
に
よ
り
定
め
た

支
給
予
定
期
間
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

そ
の
額
（
ホ
及
び
チ
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
月
又
は
ヘ
の
申
出
を

し
た
月
の
前
月
の
末
日
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
ず
、
か
つ
、
二
十
分
の
一

に
相
当
す
る
額
を
下
回
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
（
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
に
お
い
て
、
当
該
年
金
た
る
老
齢
給
付

金
に
係
る
個
人
別
管
理
資
産
に
つ
い
て
、
保
険
又
は
共
済
の
契
約
で
あ
っ
て
終
身
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
を
約
し
た
も

の
に
基
づ
く
保
険
料
又
は
共
済
掛
金
の
払
込
み
に
よ
っ
て
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
る
場
合

を
除
く
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
。



七
頁

ニ

支
給
予
定
期
間
は
、
受
給
権
者
が
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
に
お
い
て
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

申
し
出
た
月
以
降
の
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
月
（
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
三
月
以

内
に
限
る
。
）
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
上
二
十
年
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ

そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
そ
の
支
給
を
一
時
に
受
け
る
こ
と

を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
当
該
申
出
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
額
は
、
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
出
を
し
た
月
の
末
日
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
で

あ
る
こ
と
。

ヘ

個
人
別
管
理
資
産
額
が
過
少
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
支
給
を
イ
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
支
給
予
定
期
間
に
わ
た

っ
て
受
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
受
給
権
者
が
そ
の
支
給
を
当
該
支
給
予
定
期
間
に
わ
た
っ
て
受
け
る

こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
当
該
申
出
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
額
の
算
定
方
法
は
、
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
回
に
限
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ト

ヘ
の
申
出
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
は
、
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
出
を
し
た
月
の
前
月
の
末



八
頁

日
以
後
の
個
人
別
管
理
資
産
額
及
び
イ
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
支
給
予
定
期
間
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り

、
か
つ
、
当
該
申
出
を
し
た
月
の
翌
月
か
ら
変
更
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ

支
給
予
定
期
間
の
最
後
の
月
の
末
日
に
お
い
て
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
月
の
翌
月
以
後

に
支
給
す
る
も
の
の
額
は
、
当
該
最
後
の
月
の
末
日
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
で
あ
る
こ
と
。

二

年
金
た
る
障
害
給
付
金

イ

そ
の
額
の
算
定
方
法
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
定
の
期
間
（
五
年
以
上
に
限

る
。
）
ご
と
に
、
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
り
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
月
の
前
月
の
末
日
以
後
の
個
人
別
管
理
資
産
額
及
び
イ
の
規
定
に
よ
り
定
め
た

支
給
予
定
期
間
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

そ
の
額
（
ホ
及
び
チ
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
月
又
は
ヘ
の
申
出
を

し
た
月
の
前
月
の
末
日
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
ず
、
か
つ
、
二
十
分
の
一

に
相
当
す
る
額
を
下
回
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
（
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
、
当
該
年
金



九
頁

た
る
老
齢
給
付
金
に
係
る
個
人
別
管
理
資
産
に
つ
い
て
、
保
険
又
は
共
済
の
契
約
で
あ
っ
て
終
身
年
金
を
支
給
す
る
こ

と
を
約
し
た
も
の
に
基
づ
く
保
険
料
又
は
共
済
掛
金
の
払
込
み
に
よ
っ
て
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
運
用
の
指
図
を
行

っ
て
い
る
と
き
を
除
く
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

ニ

支
給
予
定
期
間
は
、
そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
上
二
十
年
（
受
給
権
者
が
そ
の
受

給
権
を
取
得
し
た
月
に
お
い
て
六
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
年
に
そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
月
の
翌

月
か
ら
受
給
権
者
が
六
十
歳
に
達
す
る
月
ま
で
の
期
間
を
加
え
た
期
間
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ

そ
の
受
給
権
を
取
得
し
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
そ
の
支
給
を
一
時
に
受
け
る
こ
と

を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
当
該
申
出
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
額
は
、
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
出
を
し
た
月
の
末
日
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
で

あ
る
こ
と
。

ヘ

個
人
別
管
理
資
産
額
が
過
少
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
支
給
を
イ
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
支
給
予
定
期
間
に
わ
た

っ
て
受
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
受
給
権
者
が
そ
の
支
給
を
当
該
支
給
予
定
期
間
に
わ
た
っ
て
受
け
る

こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
当
該
申
出
を
し
た



一
〇
頁

と
き
は
、
そ
の
額
の
算
定
方
法
は
、
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト

ヘ
の
申
出
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
は
、
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
出
を
し
た
月
の
前
月
の
末

日
以
後
の
個
人
別
管
理
資
産
額
及
び
イ
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
支
給
予
定
期
間
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り

、
か
つ
、
当
該
申
出
を
し
た
月
の
翌
月
か
ら
変
更
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ

支
給
予
定
期
間
の
最
後
の
月
の
末
日
に
お
い
て
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
月
の
翌
月
以
後

に
支
給
す
る
も
の
の
額
は
、
当
該
最
後
の
月
の
末
日
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
で
あ
る
こ
と
。

２

令
第
五
条
第
二
号
の
一
時
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

一

一
時
金
た
る
老
齢
給
付
金

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

イ

そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
以
後
の
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
日
（
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
（
老
齢
給
付
金
の
一
部
を
一
時
金

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
個
人
別
管
理
資
産
額
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
額
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

老
齢
給
付
金
の
一
部
を
一
時
金
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
の
請
求
は
一
回
に
限
る
も
の
と
し
、
か
つ
、



一
一
頁

そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

一
時
金
た
る
障
害
給
付
金

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

イ

そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
以
後
の
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
日
（
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
（
障
害
給
付
金
の
一
部
を
一
時
金

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
個
人
別
管
理
資
産
額
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
額
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

障
害
給
付
金
の
一
部
を
一
時
金
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
支
給
の
請
求
は
一
回
に
限
る
も
の
と
し
、
か
つ
、

そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

死
亡
一
時
金

そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
請
求
し
た
日
以
後
の
企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
日
（
そ
の
支
給
を
請
求
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額
で
あ
る
こ
と
。

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
）

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一
二
頁

一

法
第
三
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
事
業
主
の
増
加
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

二

法
第
三
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
実
施
事
業
所
又
は
船
舶
所
有
者
の
増
加
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

三

法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
事
業
主
か
ら
委
託
を
受
け
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
名

称
又
は
住
所
の
変
更
に
限
る
。
）

四

法
第
三
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

五

法
第
三
条
第
三
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
負
担
す
る
事
務
費
の
額
又
は
割
合
の

減
少
に
係
る
変
更
に
限
る
。
）

六

令
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
六
条

法
第
五
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
に

、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
二
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
五
号
又
は
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し

た
書
類



一
三
頁

二

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
と
の
委
託
契
約
（
再
委
託
契
約
を
含
む
。
）
に
係
る
企
業
型
年
金
規
約
の
変
更
の
承
認

の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
書
類

三

資
産
管
理
契
約
に
係
る
企
業
型
年
金
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
書
類

四

実
施
事
業
所
に
お
け
る
就
業
規
則
、
労
働
協
約
、
給
与
規
程
又
は
退
職
金
規
程
の
内
容
の
変
更
に
伴
う
企
業
型
年
金
規

約
の
変
更
の
承
認
を
申
請
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
就
業
規
則
、
労
働
協
約
、
給
与
規
程
又
は
退
職
金
規
程
（
変
更
の
内

容
を
記
載
し
た
書
類
を
含
む
。
）

五

実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
が
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
一
定
の
資
格
を

定
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
事
業
所
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
企
業
年
金
制
度
又
は
退
職
手
当
制
度
が
適
用
さ

れ
る
者
の
範
囲
を
変
更
す
る
と
き
は
、
変
更
後
の
退
職
金
規
程
、
厚
生
年
金
基
金
の
規
約
そ
の
他
当
該
実
施
事
業
所
に
お

い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
企
業
年
金
制
度
又
は
退
職
手
当
制
度
が
適
用
さ
れ
る
者
の
範
囲
に
つ
い
て
の
書
類
（
変
更
の
内
容

を
記
載
し
た
書
類
を
含
む
。
）

六

資
産
管
理
機
関
が
法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
企
業
年
金
制
度
又
は
退
職
手
当
制
度
に
係
る
資
産
の
全
部
又
は
一

部
の
移
換
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
資
産
の
移
換
に
係
る
被
用
者
年
金
被
保
険
者
等
の
全
員
が
企
業
型
年
金
加



一
四
頁

入
者
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
類

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
書
類

２

第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
）

第
七
条

法
第
六
条
第
一
項
の
企
業
型
年
金
規
約
の
変
更
の
届
出
は
、
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
届
書
に
、
法
第
五
条
第
二
項

の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
五
号
又
は
様
式
第
六
号
に
よ
り
作
成
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
資
産
管
理
契
約
の
要
件
）

第
八
条

法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
信
託
の
契
約
に
つ
い
て
令
第
九
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
の
給
付
に
充
て
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
運
用
の
方
法
を
特
定
す
る
信
託
で
あ
っ
て
、
当
該
企
業
型
年

金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
企
業
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
も
の



一
五
頁

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
益
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

信
託
会
社
又
は
厚
生
年
金
基
金
（
第
六
号
に
お
い
て
「
信
託
会
社
等
」
と
い
う
。
）
が
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
通
知
に
の
み
基
づ
い
て
当
該
契
約
に
係
る
信
託
財
産
を
運
用
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

当
該
契
約
に
基
づ
く
信
託
財
産
に
係
る
金
銭
の
支
払
は
、
法
第
三
十
三
条
第
三
項
、
法
第
三
十
四
条
、
法
第
三
十
七
条

第
三
項
又
は
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
企
業
型
年
金
の
給
付
を
支
給
す
る
場
合
に
限
り
、
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
企
業
型
年
金
規
約
に
基
づ
い
て
当
該
金
銭
の
支
払
を
企
業
型
年
金
の
実
施
に
要
す
る
事
務
費
に
充
て
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

事
業
主
が
事
業
主
掛
金
を
信
託
金
と
し
て
払
い
込
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

当
該
契
約
に
係
る
信
託
財
産
は
、
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
す
る
場
合
を
除
き
、
事
業
主
に
返
還
し

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

事
業
主
が
当
該
契
約
を
解
除
し
、
若
し
く
は
信
託
会
社
等
が
受
託
者
で
あ
る
こ
と
を
辞
任
し
、
又
は
当
該
契
約
に
係
る

信
託
が
終
了
し
、
若
し
く
は
信
託
会
社
等
が
任
務
を
終
了
し
た
と
き
は
、
信
託
会
社
等
が
、
当
該
契
約
に
係
る
信
託
財
産



一
六
頁

に
つ
い
て
清
算
し
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
作
成
し
、
速
や
か
に
、
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型
年

金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

当
該
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
契
約
に
係
る
信
託
財
産
を
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
が
定
め

た
資
産
管
理
機
関
に
移
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
生
命
保
険
、
生
命
共
済
及
び
損
害
保
険
の
契
約
に
つ
い
て
令
第
九

条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
の
給
付
に
充
て
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者

又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
を
被
保
険
者
又
は
被
共
済
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

生
命
保
険
会
社
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
損
害
保
険
会
社
が
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
通
知
に
の
み
基
づ
い
て
当
該
契
約
に
係
る
払
込
保
険
料
又
は
払
込
共
済
掛
金
に
係
る
資
産
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
払
込
保
険
料
等
資
産
」
と
い
う
。
）
を
運
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
契
約
に
基
づ
く
保
険
金
、
共
済
金
、
満
期
返
戻
金
そ
の
他
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
す
る
金
銭
の
支
払
は
、

法
第
三
十
三
条
第
三
項
、
法
第
三
十
四
条
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
又
は
法
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
企
業
型
年
金



一
七
頁

の
給
付
を
支
給
す
る
場
合
に
限
り
、
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

事
業
主
が
事
業
主
掛
金
を
保
険
料
又
は
共
済
掛
金
と
し
て
払
い
込
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

当
該
契
約
に
係
る
払
込
保
険
料
等
資
産
は
、
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
還
す
る
場
合
を
除
き
、
事
業
主

に
返
還
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

当
該
契
約
に
基
づ
く
配
当
金
若
し
く
は
分
配
金
又
は
割
戻
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
金
銭
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業

型
年
金
加
入
者
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

契
約
の
解
除
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

当
該
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
契
約
に
係
る
払
込
保
険
料
等
資
産
を
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
事
業

主
が
定
め
た
資
産
管
理
機
関
に
移
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
節

企
業
型
年
金
加
入
者
等

（
同
時
に
二
以
上
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
場
合
の
通
知
）

第
九
条

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
主
が
実
施
す
る
企
業
型
年
金
を

選
択
し
た
と
き
は
、
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
を
使
用
す
る
自
己
以
外
の
事
業
主
に
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け



一
八
頁

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
入
者
情
報
の
通
知
）

第
十
条

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
規
約
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
企
業
型
記
録
関
連

運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
の
氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
、
実
施
事
業
所
に
使
用
さ
れ
た
年
月
日
及
び
企
業
型
年
金
加

入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

二

実
施
事
業
所
に
お
い
て
企
業
年
金
制
度
を
実
施
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
及
び
制
度
を
実
施
し
た
年
月
日

三

各
企
業
型
年
金
加
入
者
が
次
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

イ

厚
生
年
金
基
金
の
加
入
員

ロ

石
炭
鉱
業
年
金
基
金
に
係
る
坑
内
員
又
は
坑
外
員

ハ

適
格
退
職
年
金
制
度
の
受
益
者
等

ニ

私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者

ホ

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員



一
九
頁

ヘ

中
小
企
業
退
職
金
共
済
契
約
等
（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
退
職
金
共
済
契
約
及
び
同
項
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
業
種
退
職
金
共
済
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
被
共
済
者

ト

特
定
退
職
金
共
済
契
約
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規

定
す
る
退
職
金
共
済
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
被
共
済
者

チ

社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
被

共
済
職
員
（
以
下
「
退
職
手
当
共
済
契
約
の
被
共
済
職
員
」
と
い
う
。
）

リ

所
得
税
法
施
行
令
第
七
十
二
条
第
二
項
第
五
号
の
外
国
の
法
令
に
基
づ
く
保
険
又
は
共
済
に
関
す
る
制
度
に
係
る
被

保
険
者
又
は
被
共
済
者
（
以
下
「
外
国
保
険
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）

ヌ

実
施
事
業
所
に
お
け
る
退
職
手
当
制
度
が
適
用
さ
れ
る
者

２

事
業
主
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
と
き
は
、
企
業
型
年
金
規
約
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
主
が
行
う
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
へ
の
通
知
）

第
十
一
条

事
業
主
は
、
実
施
事
業
所
に
お
い
て
新
た
に
企
業
年
金
制
度
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
企
業
年



二
〇
頁

金
制
度
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
又
は
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
企
業
年
金

制
度
を
実
施
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内

に
、
変
更
後
の
氏
名
又
は
住
所
及
び
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

３

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
新
た
に
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
資
格
の
種
類
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
を
企
業
型

記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
新
た
に
前
条
第
一
項
第
三
号
ヘ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
資
格
の
種
類
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

５

事
業
主
は
、
そ
の
使
用
す
る
者
が
新
た
に
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
た
日

か
ら
五
日
以
内
に
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る



二
一
頁

も
の
と
す
る
。

６

事
業
主
は
、
そ
の
使
用
す
る
者
が
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
五

日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
の
氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

三

死
亡
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

７

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た

日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た
者
の
氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

三

企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た
事
由

８

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
退
職
手
当
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
条
第



二
二
頁

一
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
を
い
い
、
同
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
退
職
手
当
等
と
み
な
す
一
時
金
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
支
払
い
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
手
当
等
の
種
類

二

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
年
月
日

三

退
職
所
得
控
除
額
（
所
得
税
法
第
三
十
条
第
三
項
の
退
職
所
得
控
除
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

四

勤
続
期
間
（
所
得
税
法
施
行
令
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
勤
続
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
同
時
に
二
以
上
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
の
申
出
）

第
十
二
条

企
業
型
年
金
加
入
者
は
、
同
時
に
二
以
上
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と

な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
、
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
が
加
入
す
る
企
業
型

年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
入
事
業
主
」
と
い
う
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

企
業
型
年
金
加
入
者
を
使
用
す
る
事
業
主
（
当
該
届
書
の
提
出
先
で
あ
る
事
業
主
を
除
く
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び



二
三
頁

住
所

三

二
以
上
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日

２

企
業
型
年
金
加
入
者
は
、
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
が
加
入
す
る
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
所
以
外
の
厚
生
年
金
適

用
事
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
入
外
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
加

入
外
事
業
所
の
事
業
主
が
実
施
す
る
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
資
格
を
有
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
加
入
事
業
主
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

加
入
外
事
業
所
の
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

加
入
外
事
業
所
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
年
月
日
又
は
加
入
外
事
業
所
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る

資
格
を
有
し
な
く
な
っ
た
年
月
日

３

企
業
型
年
金
加
入
者
は
、
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
（
加
入
外
事
業
所
の
事
業
主
が
実
施
す
る

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
出
書
を
加
入
外
事
業
所
の
事
業
主
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



二
四
頁

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

加
入
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

四

当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
加
入
事
業
主
の
証
明
書

（
企
業
型
年
金
加
入
者
の
申
出
）

第
十
三
条

企
業
型
年
金
加
入
者
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
企
業
型
記
録
関

連
運
営
管
理
機
関
等
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
が
小
規
模
企
業
共
済
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
共
済
契
約

者
（
以
下
「
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
と
な
っ

た
年
月
日

二

企
業
型
年
金
加
入
者
が
他
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
を
実
施
す
る
者
の
名
称
（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
で
あ
っ
た
と

き
は
、
連
合
会
）
、
住
所
及
び
そ
の
資
格
を
取
得
又
は
喪
失
し
た
年
月
日



二
五
頁

２

企
業
型
年
金
加
入
者
は
、
新
た
に
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
と
な
っ
た
日

か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
小
規
模
共
済
契
約
者
と
な
っ
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
申
し

出
る
も
の
と
す
る
。

３

企
業
型
年
金
加
入
者
（
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
小
規
模
企
業
共
済
法
第
九
条
に
規
定
す

る
共
済
金
又
は
同
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
解
約
手
当
金
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
支
給
を
受
け
た
日
か
ら
十

四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
が
支
給
を
受
け
た
年
月
日

二

退
職
所
得
控
除
額

三

勤
続
期
間

（
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
の
申
出
）

第
十
四
条

企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
変
更
後
の
氏
名
又

は
住
所
及
び
氏
名
又
は
住
所
を
変
更
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



二
六
頁

（
企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
の
作
成
及
び
保
存
）

第
十
五
条

法
第
十
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
取
得
又
は
喪
失
し
た
年
月
日
（
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
企
業

型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
又
は
喪
失
し
た
年
月
日
を
含
む
。
）

三

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
、
他
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
こ
と

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
を
実
施
す
る
者
の
名
称
（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
と
き

は
、
連
合
会
）
、
住
所
並
び
に
そ
の
資
格
を
取
得
又
は
喪
失
し
た
年
月
日

四

こ
れ
ま
で
拠
出
さ
れ
た
各
月
ご
と
の
掛
金
額
の
実
績
及
び
掛
金
を
拠
出
し
た
者
の
名
称
又
は
氏
名

五

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
行
っ
た
運
用
の
指
図
の
内
容
（
運
用
の
指
図
の
変
更
の
内
容
を
含
む
。
）
及
び
当
該
運
用
の

指
図
を
行
っ
た
年
月
日
（
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
行
っ
た
年
月
日
）

六

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
通
知
し
た
個
人
別
管

理
資
産
額
及
び
運
用
の
指
図
に
係
る
運
用
の
契
約
ご
と
の
そ
の
者
の
持
分
に
相
当
す
る
額



二
七
頁

七

次
に
掲
げ
る
期
間

イ

企
業
型
年
金
加
入
者
期
間

ロ

企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
期
間

ハ

個
人
型
年
金
加
入
者
期
間

ニ

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
期
間

ホ

イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
以
外
の
期
間

八

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
受
給
権
者
と
な
っ
た
と
き
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
遺
族
に
死
亡
一
時
金
が
支
給
さ
れ

た
と
き
は
、
給
付
（
脱
退
一
時
金
を
含
む
。
）
の
内
容
、
支
給
の
方
法
及
び
支
給
の
実
績
（
支
給
さ
れ
た
年
金
又
は
一
時

金
に
係
る
徴
収
税
額
を
含
む
。
）

九

法
第
四
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
死
亡
一
時
金
を
受
け
る
者
を
指
定
し
た
と

き
は
、
そ
の
指
定
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
企
業
型
年
金
加
入
者
等
と
の
関
係

十

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
個
人
別
管
理
資
産
か
ら
負
担
し
た
事
務
費
そ
の
他
の
費
用
の
内
容
及
び
そ
れ
を
負
担
し
た
年

月
日



二
八
頁

十
一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
産
の
移
換
が
行
わ

れ
た
年
月
日
、
移
換
額
、
事
業
主
へ
の
返
還
資
産
額
そ
の
他
移
換
に
関
す
る
事
項

十
二

法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
年
金
制
度
又
は
退
職
手
当
制
度
か
ら
そ
の
資
産
の
全
部
又
は
一
部
の
移
換
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
制
度
の
種
類
、
当
該
資
産
の
移
換
が
行
わ
れ
た
年
月
日
、
移
換
額
、
通
算
加
入
者
等

期
間
に
算
入
さ
れ
た
期
間
そ
の
他
移
換
に
関
す
る
事
項

十
三

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
、
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
の
資
格
を
有
す
る

と
き
は
、
そ
の
資
格
の
種
類
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
（
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
喪
失
し
た
年
月
日
を
含

む
。
）

十
四

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
退
職
手
当
等
の
支
払
い
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
（
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係

る
第
七
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

退
職
手
当
等
の
種
類

ロ

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
年
月
日

ハ

退
職
所
得
控
除
額



二
九
頁

ニ

勤
続
期
間

２

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
少
な
く
と
も
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
ま
で
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
関
す
る
原
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
企
業
型

年
金
加
入
者
等
原
簿
」
と
い
う
。
）
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
そ
の
個
人
別
管
理
資
産
を
他
の
企
業
型
年
金
又
は
連
合
会
に
移
換
し
た
場
合

移
換
先
の
そ

の
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
引
き
継
い
だ
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

二

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
他
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
記
録
関
連
業
務
を
承
継
し
た
場
合

承
継
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
引
き
継
い
だ
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
た
日

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
も
の

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
法
第
二
十
九
条
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

３

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
に
つ
い
て
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
保
護
上



三
〇
頁

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

４

企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
の
内
容
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
備
え
置
か
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
備
置
き
を
も

っ
て
法
第
十
八
条
第
一
項
の
書
類
の
備
置
き
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管

理
機
関
等
は
、
当
該
記
録
が
滅
失
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
入
者
等
へ
の
通
知
）

第
十
六
条

事
業
主
は
、
そ
の
使
用
す
る
者
が
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

企
業
型
年
金
規
約
の
内
容

二

企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

三

当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
そ
の
連
絡
先



三
一
頁

四

当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
に
係
る
運
用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
そ
の
連
絡
先

２

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
に
な
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
及
び
企
業
型
年

金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た
年
月
日
を
当
該
企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

掛
金

（
事
業
主
掛
金
の
額
の
通
知
）

第
十
七
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
主
掛
金
の
額
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
へ
の
通
知
は
、
事

業
主
が
資
産
管
理
機
関
に
納
付
す
る
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
節

運
用

（
運
用
の
方
法
の
選
定
基
準
）

第
十
八
条

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
預
貯
金
の
利
率
、
生
命
保
険
契
約
の
予
定
利
率
、
債
券
の
収
益
率
等
運

用
か
ら
生
ず
る
と
見
込
ま
れ
る
収
益
の
率
、
収
益
の
変
動
の
可
能
性
そ
の
他
収
益
の
性
質
が
相
互
に
類
似
し
な
い
三
以
上
の

運
用
の
方
法
を
選
定
し
、
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
命
保
険
等
に
お
け
る
元
本
確
保
の
運
用
方
法
）



三
二
頁

第
十
九
条

令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省

令
第
五
号
）
第
十
条
第
八
号
に
規
定
す
る
付
加
保
険
料
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
五
号
）
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
責
任
準
備
金
と
し
て
積
み
立
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
相
当
す
る
部
分
（
こ
の
項
に
お
い
て
「
付
加
保
険
料
相

当
部
分
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
の
全
額
の
う
ち
に
当
該
付
加
保
険
料
相

当
部
分
の
額
の
占
め
る
割
合
が
、
千
分
の
三
以
下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

２

令
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
簡
易
生
命
保
険
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
六
十

八
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
官
報
で
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
保
険
料
の
計
算
の
基
礎
の
う

ち
付
加
保
険
料
で
あ
っ
て
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
の
全
額
の
う
ち
に
当
該
付
加
保
険
料
の
額
が
占

め
る
割
合
が
、
千
分
の
三
以
下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

３

令
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
各
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
か

ら
、
保
険
業
法
施
行
規
則
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
未
経
過
保
険
料
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
払
戻
積
立
金

の
合
計
額
を
控
除
し
た
部
分
（
こ
の
項
に
お
い
て
「
未
経
過
保
険
料
等
控
除
後
残
額
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
各
企
業
型

年
金
加
入
者
等
に
係
る
払
込
保
険
料
の
全
額
の
う
ち
に
当
該
未
経
過
保
険
料
等
控
除
後
残
額
の
占
め
る
割
合
が
、
千
分
の
三



三
三
頁

以
下
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
運
用
の
方
法
に
係
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
条

法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
供
す
る
運
用

の
方
法
に
つ
い
て
の
情
報
は
、
各
運
用
の
方
法
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

運
用
の
方
法
の
内
容
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報

イ

利
益
の
見
込
み
（
利
益
の
見
込
み
を
示
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
）
及
び
損
失
の
可
能
性

に
関
す
る
事
項

ロ

運
用
の
方
法
に
係
る
資
金
の
拠
出
単
位
又
は
拠
出
限
度
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
事
項

ハ

運
用
の
方
法
に
係
る
利
子
、
配
当
そ
の
他
の
利
益
の
分
配
方
法
に
関
す
る
事
項

二

当
該
運
用
の
方
法
を
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
十
年
間

（
当
該
運
用
の
方
法
の
過
去
に
お
け
る
取
扱
実
績
が
十
年
間
に
満
た
な
い
期
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
期
間
）

に
お
け
る
当
該
運
用
の
方
法
に
係
る
利
益
又
は
損
失
の
実
績

三

令
第
一
条
第
一
号
の
そ
の
者
の
持
分
の
計
算
方
法



三
四
頁

四

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
運
用
の
方
法
を
選
択
又
は
変
更
し
た
場
合
に
必
要
と
な
る
手
数
料
そ
の
他
の
費
用
の
内
容
及

び
そ
の
負
担
の
方
法
に
関
す
る
情
報

五

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
運
用
の
方
法
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
情
報

イ

預
貯
金
の
預
入
（
国
を
相
手
方
と
す
る
貯
金
の
預
入
を
除
く
。
）

預
金
保
険
制
度
（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六

年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
預
金
保
険
機
構
が
実
施
す
る
制
度
を
い
う
。
）
又
は
農
水
産
業
協
同
組
合
貯

金
保
険
制
度
（
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
農
水
産
業

協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
が
実
施
す
る
制
度
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
預
金
保
険
制
度
等
」
と
い
う
。

）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
情
報
（
預
金
保
険
制
度
等
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
受
け
る
保
護
の
内
容
を
含
む
。
）

ロ

金
融
債
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫

連
合
会
の
発
行
す
る
債
券
を
い
う
。
）
の
売
買

預
金
保
険
制
度
等
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
情
報

（
預
金
保
険
制
度
等
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
受
け
る
保
護
の
内
容
を
含

む
。
）



三
五
頁

ハ

金
銭
信
託
（
貸
付
信
託
を
含
む
。
）
の
預
入

預
金
保
険
制
度
等
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
情
報

（
預
金
保
険
制
度
等
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
受
け
る
保
護
の
内
容
を
含

む
。
）

ニ

生
命
保
険
又
は
損
害
保
険
へ
の
保
険
料
の
払
込
み

保
険
契
約
者
保
護
機
構
（
保
険
業
法
第
二
百
五
十
九
条
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
情
報
（
保
険
契
約
者
保
護
機
構
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
受
け
る
保
護
の
内
容
を
含
む
。
）

六

金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す

る
情
報

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
情
報

２

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
を
、
運
用
の
方
法
を

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
す
る
と
き
そ
の
他
必
要
に
応
じ
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

３

企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
一
条
、
保
険
業
法
第
百

十
一
条
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
て
い
る
金
融
機
関
（
当
該
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
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が
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
に
係
る
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
金
融
機
関
に
限
る
。
）
の
業
務
及
び
財

産
の
状
況
に
関
す
る
説
明
書
類
を
、
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
営
業
所
（
事
業
主
が
運
用
関
連
業
務
を
行
う
場

合
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
業
所
）
に
備
え
置
き
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
説
明
書
類
の
内
容
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器

を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
備
え
置
か
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
備
置
き
を
も
っ
て
前
項

の
説
明
書
類
の
備
置
き
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
加
入
者
等
へ
の
通
知
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
七
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
通
知
す
る
日
と
し
て

企
業
型
年
金
規
約
で
定
め
る
一
定
の
期
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
今
期
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資

産
額

二

今
期
日
に
お
け
る
運
用
の
指
図
に
係
る
運
用
の
契
約
ご
と
の
そ
の
者
の
持
分
に
相
当
す
る
額

三

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
企
業
型
年
金
規
約
に
基
づ
き
行
っ
た
前
回
の
通
知
の
期
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
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い
て
「
前
期
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
個
人
別
管
理
資
産
額

四

前
期
日
に
お
け
る
運
用
の
指
図
に
係
る
運
用
の
契
約
ご
と
の
そ
の
者
の
持
分
に
相
当
す
る
額

五

前
期
日
か
ら
今
期
日
ま
で
に
拠
出
さ
れ
た
各
月
ご
と
の
掛
金
の
額
及
び
掛
金
を
拠
出
し
た
者
の
名
称
又
は
氏
名

六

事
業
主
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
拠
出
し
た
掛
金
の
総
額

七

前
期
日
か
ら
今
期
日
ま
で
の
間
に
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
の
内
容

八

前
期
日
か
ら
今
期
日
ま
で
の
間
に
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
個
人
別
管
理
資
産
か
ら
負
担
し
た
事
務
費
そ
の
他
の
費
用

の
内
容
及
び
そ
れ
を
負
担
し
た
年
月
日

九

前
期
日
か
ら
今
期
日
ま
で
の
間
に
法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
年
金
制
度
又
は
退
職
手
当
制
度
か
ら
そ
の
資
産

の
全
部
又
は
一
部
の
移
換
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
制
度
の
種
類
、
当
該
資
産
の
移
換
が
行
わ
れ
た
年
月
日
、
移
換
額

、
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
さ
れ
た
期
間
そ
の
他
移
換
に
関
す
る
事
項

第
五
節

給
付

（
給
付
に
関
す
る
通
知
）

第
二
十
二
条

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
裁
定
そ
の
他
給
付
に



三
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頁

関
す
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
文
書
で
そ
の
内
容
を
請
求
者
又
は
受
給
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節

事
業
主
の
行
為
準
則

（
事
業
主
の
そ
の
他
の
行
為
準
則
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
己
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
図
る
目
的
を
も
っ
て
、
運
用
関
連
業
務
を
委
託
す
る
確
定

拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
対
し
て
、
特
定
の
運
用
の
方
法
を
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
提
示
さ
せ
る
こ
と
。

二

運
用
関
連
業
務
を
委
託
す
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
対
し
て
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の

方
法
の
う
ち
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
、
又
は
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
を
勧
め
さ
せ
る
こ
と
。

三

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
特
定
の
運
用
の
方
法
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
、
又
は
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と

を
勧
め
る
こ
と
。

四

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
自
己
又
は
企
業
型
年
金
加
入
者
等
以
外
の
第
三
者
に
運
用
の
指
図
を
委
託
す
る
こ

と
を
勧
め
る
こ
と
。

五

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
自
己
に
係
る
運
営
管
理
業
務
を
行
う
も
の
と
し
て
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
を
選
択
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で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
特
定
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
を
選
択
す
る
こ

と
を
勧
め
る
こ
と
。

六

企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
自
己
に
係
る
運
営
管
理
業
務
を
行
う
も
の
と
し
て
事
業
主
と
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関

の
中
か
ら
選
択
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
事
業
主
が
行
う
運
営
管
理
業
務
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
当
該
企
業
型
年
金

加
入
者
等
の
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
も
の
に
つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
又
は
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る

こ
と
。

（
運
用
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
の
そ
の
他
の
行
為
準
則
）

第
二
十
四
条

法
第
四
十
三
条
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
提
示
し
た
運
用
の
方
法
に
関
し
、
不
実
の
こ
と
を
告
げ
、
若
し
く
は
利
益
が
生
じ

る
こ
と
又
は
損
失
が
生
じ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
誤
解
さ
せ
る
情
報
を
提
供
し
、
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
運
用
の
指

図
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

二

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
提
示
し
た
一
の
運
用
の
方
法
に
つ
き
他
の
運
用
の
方
法
と
比
較
し
た
事
項
で
あ
っ

て
不
実
の
こ
と
又
は
誤
解
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
又
は
表
示
す
る
こ
と
。



四
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三

企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
提
示
し
た
運
用
の
方
法
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
運
用
の
指
図
を
行
う
際
に
そ
の

判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
重
要
な
も
の
に
つ
き
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
若
し
く
は
不
実
の
こ
と
又
は
誤
解

さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
又
は
表
示
す
る
こ
と
（
前
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
七
節

企
業
型
年
金
の
終
了

（
企
業
型
年
金
の
終
了
の
承
認
の
申
請
）

第
二
十
五
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
企
業
型
年
金
の
終
了
の
承
認
の
申
請
は
、
企
業
型
年
金
の
終
了
の
理
由

を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
同
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
又
は
様
式
第
六
号
に
よ
り

作
成
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
節

雑
則

（
運
営
管
理
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
及
び
保
存
）

第
二
十
六
条

記
録
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
が
作
成
す
る
法
第
四
十
九
条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
含

む
も
の
と
す
る
。

一

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
の
請
求
又
は
照
会
に
文
書
に
よ
り
回
答
し
た
書
面



四
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二

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
産
管
理
機
関
に
通
知
し
た
運
用
の
指
図
の
内
容
を
記
録
し
た
書
面

三

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
資
産
管
理
機
関
に
通
知
し
た
内
容
を
記
録
し
た
書
面

四

法
第
八
十
条
第
三
項
、
法
第
八
十
一
条
第
三
項
、
法
第
八
十
二
条
第
二
項
又
は
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
に
通
知
し
た
内
容
を
記
録
し
た
書
面

２

運
用
関
連
業
務
を
行
う
事
業
主
が
作
成
す
る
法
第
四
十
九
条
の
帳
簿
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
含
む
も
の
と

す
る
。

一

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
の
内
容
（
運
用
の
方
法
を
変

更
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
を

選
定
し
た
理
由
を
記
録
し
た
書
面

二

法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
企
業
型
年
金
加
入
者
等
に
提
示
し
た
運
用
の
方
法
に
係
る
情
報
の
提
供
の
内
容
を
記
録
し

た
書
面

三

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
提
示
運
用
方
法
か
ら
運
用
の
方
法
の
除
外
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
除
外
し

た
運
用
の
方
法
を
選
択
し
て
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
運
用
の
指
図
を
行
っ
て
い
た
企
業
型
年
金
加
入
者



四
二
頁

等
の
同
意
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面

３

事
業
主
（
運
営
管
理
業
務
を
行
う
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前
二
項
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類

を
企
業
型
年
金
加
入
者
等
ご
と
に
作
成
し
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
自
ら
行
う
運
営
管
理
業

務
の
全
部
を
他
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
引
き
継
い
だ
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
五
年
間
こ
れ
を
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

事
業
主
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
つ
い
て
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
保
護
上
支
障
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
主
報
告
書
の
提
出
）

第
二
十
七
条

事
業
主
は
、
事
業
年
度
ご
と
に
、
法
第
五
十
条
の
報
告
書
を
様
式
第
七
号
に
よ
り
作
成
し
、
毎
事
業
年
度
終
了

後
三
月
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

運
営
管
理
業
務
を
行
う
事
業
主
は
、
前
項
の
報
告
書
の
ほ
か
、
運
営
管
理
業
務
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
様
式
第
八
号
に
よ

り
作
成
し
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



四
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（
立
入
検
査
等
の
場
合
の
証
票
）

第
二
十
八
条

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
当
該
職
員
が
携
帯
す
べ
き
証
票
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
。

（
利
子
相
当
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
九
条

令
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
子
に
相
当
す
る
額
の
算
定
は
、
利
子
は
複
利
計
算
の
方
法
に
よ
る
も

の
と
し
、
そ
の
利
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

一

平
成
九
年
四
月
前
の
期
間

年
五
分
五
厘

二

平
成
九
年
四
月
か
ら
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
期
間

平
成
九
年
度
か
ら
第
一
項
及

び
第
二
項
の
基
準
日
の
属
す
る
月
の
前
月
が
属
す
る
年
度
ま
で
の
各
年
度
ご
と
に
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
前
五

年
間
に
発
行
さ
れ
た
国
債
（
期
間
十
年
の
も
の
に
限
る
。
）
の
利
率
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率

（
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
す
る
期
間
）

第
三
十
条

令
第
二
十
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
期
間
の
う
ち
資
産
の
移
換
の
対
象
と
な
っ
た
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
う
ち
、
法
第
三
十
三
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
月
に
係
る
も
の
及
び
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
法
第
三
十
三



四
四
頁

条
第
一
項
の
通
算
加
入
者
等
期
間
に
算
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。

一

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
資
産
の
移
換
を
受
け
る
場
合

厚
生
年
金
基
金
の
加
入
員
で
あ

っ
た
期
間
（
厚
生
年
金
基
金
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
た
る
給
付

の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
加
入
員
で
あ
っ
た
期
間
に
そ
の
年
金
た
る
給

付
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
期
間
を
加
え
た
期
間
と
す
る
。
）

二

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
資
産
の
移
換
を
受
け
る
場
合

適
格
退
職
年
金
制
度
の
受
益
者
等
で
あ
っ
た

期
間

三

令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
資
産
の
移
換
を
受
け
る
場
合

企
業
型
年
金
の
実
施
事
業
所
の
事
業
主
に
使

用
さ
れ
た
期
間

（
他
の
制
度
か
ら
の
資
産
移
換
の
通
知
）

第
三
十
一
条

令
第
二
十
六
条
の
厚
生
年
金
基
金
、
解
散
し
た
厚
生
年
金
基
金
及
び
実
施
事
業
所
の
事
業
主
が
行
う
通
知
は
、

令
第
二
十
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
章

個
人
型
年
金



四
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第
一
節

個
人
型
年
金
の
開
始

（
規
約
の
承
認
の
申
請
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
個
人
型
年
金
に
係
る
規
約
の
承
認
の
申
請
は
、
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
型
年
金
に
係
る
規
約

二

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
に
関
す
る
書
類

三

法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
委
託
に
係
る
契
約
に
関
す
る
書
類

四

個
人
型
年
金
規
約
策
定
委
員
会
の
会
議
録

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
書
類

（
個
人
型
年
金
の
給
付
の
額
の
算
定
方
法
の
基
準
）

第
三
十
三
条

第
四
条
の
規
定
は
、
個
人
型
年
金
に
係
る
年
金
又
は
一
時
金
と
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
企
業
型
年
金
規
約
」
と
あ
る
の
は
、
「
個
人
型
年
金
規
約
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）
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第
三
十
四
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
個
人
型
年
金
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た

申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

個
人
型
年
金
規
約
策
定
委
員
会
の
会
議
録

二

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
に
関
す
る
書
類

三

法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
委
託
に
係
る
契
約
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
当
該
契
約
に

関
す
る
書
類

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
書
類

２

連
合
会
は
、
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
約
の
軽
微
な
変
更
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。

一

法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
連
合
会
の
名
称
を
除
く
。
）

二

令
第

条
第
三
号
、
第
五
号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
条
第
三
号
の
事
務
の
委
託
を
受
け
た
者

二
十
七
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の
行
う
業
務
及
び
当
該
事
務
の
委
託
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）

（
規
約
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
個
人
型
年
金
規
約
の
変
更
の
届
出
は
、
変
更
の
内
容
を
記
載
し
た
届
書
に
、
個
人
型

年
金
規
約
策
定
委
員
会
の
会
議
録
を
添
付
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
連
合
会
の
事
務
の
委
託
）

第
三
十
七
条

法
第
六
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

個
人
型
年
金
加
入
者
か
ら
の
掛
金
の
収
納
又
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
へ
の
掛
金
の
還
付
に
関
す
る
事
務

二

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
か
ら
の
運
用
の
指
図
に
基
づ
き
、
各
運
用
の
方
法
に
係
る
相
手
方
で
あ
る
金
融
機
関

又
は
国
と
の
間
で
締
結
す
る
各
運
用
の
方
法
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
務

三

給
付
（
脱
退
一
時
金
を
含
む
。
）
の
支
給
に
関
す
る
事
務

四

資
産
管
理
機
関
と
の
間
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
関
す
る
事
務

五

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
措
置
に
関
す
る
事
務

六

こ
の
省
令
又
は
個
人
型
年
金
規
約
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
事
務



四
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第
二
節

個
人
型
年
金
加
入
者
等

（
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
ら
な
い
者
）

第
三
十
八
条

令
第
三
十
五
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業

所
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

一
定
の
勤
続
年
数
又
は
年
齢
に
到
達
し
な
い
こ
と
に
よ
り
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
ら
な
い
も
の

二

企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
ら
な
い
こ
と
を
選
択
し
た
も
の

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
申
出
）

第
三
十
九
条

法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

毎
月
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額

三

個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
最
後
に
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
喪
失
し
た
後

に
氏
名
を
変
更
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
の
氏
名



四
九
頁

四

企
業
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

五

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
に
あ
っ
て
は
、
国
民
年
金
基
金
加
入
番
号
及
び
毎
月
の
掛
金
額

ロ

農
業
者
年
金
基
金
の
加
入
者
に
あ
っ
て
は
、
農
業
者
年
金
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号
及
び
毎
月
の
掛
金
額

ハ

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
保
険
料
（
以
下
「
付
加
保
険
料

」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
る
者
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
申
し
出
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

ニ

障
害
基
礎
年
金
又
は
国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
第
六
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
給
付
を
受
給
し
て
い
る
者
（
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
障
害
基
礎
年
金
受
給
者

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
ー
ド
（
年
金
の
種
別
及

び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。
）
又
は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

六

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

申
出
者
が
使
用
さ
れ
る
事
業
主
の
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

ロ

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
の
方
法
（
掛
金
の
納
付
を
個
人
型
年
金
加
入
者
が
自
ら
連
合
会
に
納
付
す
る
か
、



五
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又
は
申
出
者
が
使
用
さ
れ
て
い
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
を
介
し
て
行
う
か
の
い
ず
れ
か
の
方
法
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
者
が
障
害
基
礎
年
金
受
給
者
等
で
あ
る
と
き
は
、
申
出
書
に
年
金
証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
写
し

ロ

当
該
者
が
国
民
年
金
法
第
八
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
の
入
所
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
者
が
同
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
当
該
者
が
入
所
し
て
い
る
施
設
の
長
の
証
明
書

二

法
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
者
が
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
（
以
下
単
に
「
第
二
号
被
保
険
者
」

と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
類

ロ

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
を
当
該
者
が
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
を
介
し
て
行
う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
当
該
事
業
主
の
証
明
書
（
当
該
者
が
自
ら
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
を
連
合
会
に
納



五
一
頁

付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
納
付
を
当
該
事
業
主
を
介
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該

事
業
主
が
記
載
し
た
書
類
）

ハ

当
該
者
が
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
旨
、
当
該
事
業
主
が
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
者
が
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
有

し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
第
三
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
書

ニ

当
該
者
を
使
用
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
企
業
年
金
制
度
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
旨
、
当
該
事
業
主
が
企
業
年
金
制
度
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
が
企
業
年
金
制
度
の
加
入
員
又

は
受
益
者
等
の
資
格
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
書

ホ

当
該
者
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る

各
省
各
庁
に
使
用
さ
れ
る
者
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
者
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
の
組
合
員
の

資
格
を
有
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
書

ヘ

当
該
者
が
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る



五
二
頁

学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
又
は
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
林
漁
業
団
体
等
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
者
が
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度

の
加
入
者
又
は
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員
の
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
書

ト

当
該
者
が
次
に
掲
げ
る
者
の
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
（
申
出
者
が
次
に
掲
げ
る
者
の
資
格
を
有
す
る
と
き
は
、
当

該
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
書

中
小
企
業
退
職
金
共
済
契
約
等
の
被
共
済
者

(1)

特
定
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者

(2)

退
職
手
当
共
済
契
約
の
被
共
済
職
員

(3)

外
国
保
険
被
保
険
者
等

(4)

申
出
者
が
使
用
さ
れ
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
お
い
て
実
施
す
る
退
職
手
当
制
度
が
適
用
さ
れ
る
者

(5)

（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
の
申
出
）

第
四
十
条

法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
と
さ
れ
た
者
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格

を
喪
失
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
合
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



五
三
頁

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

三

個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
由

２

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
る
年
月
日

三

企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
者
が
加
入
し
て
い
た
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
の
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

ロ

個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
最
後
に
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
喪
失
し
た

後
に
氏
名
を
変
更
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
の
氏
名

ハ

企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
者
（
イ
の
企
業
型
年
金
以
外
の
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
で

あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨



五
四
頁

３

企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
が
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
申
出
書
に
は
、

第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
加
入
確
認
の
通
知
等
）

第
四
十
一
条

連
合
会
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
前
条
第
二
項
の
申
出
書
又
は
前
条
第
一
項
の
届
出
書
を
提
出
し
た

者
が
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
通
知
書
を
当
該
者

に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

個
人
型
年
金
規
約
の
内
容

二

氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

三

当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
記
録
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
そ
の
連
絡
先

四

当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
運
用
関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
そ
の
連
絡
先

五

個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日

六

掛
金
納
付
開
始
年
月
日

２

連
合
会
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
二
項
の
申
出
書
を
提
出
し
た
者
が
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
有
し



五
五
頁

て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
不
該
当
通
知
書
を
当
該
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
指
定
）

第
四
十
二
条

法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
第
三
十
九
条
又
は
第
四
十
条
の
申
出
書
に
自
己
に
係
る
運
営
管
理
業

務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
（
次
項
に
お
い
て
指
定
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び

そ
の
登
録
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

変
更
前
及
び
変
更
後
の
指
定
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
そ
の
登
録
番
号

（
中
小
企
業
退
職
金
共
済
契
約
等
の
被
共
済
者
の
届
出
等
）

第
四
十
三
条

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
ト

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
小
規
模
企
業
共
済

(1)

(5)

契
約
者
の
資
格
を
取
得
し
た
と
き
（
第
一
号
加
入
者
と
な
っ
た
日
前
に
当
該
資
格
を
取
得
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
）
又
は

当
該
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



五
六
頁

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

資
格
の
種
別
及
び
当
該
資
格
を
取
得
し
、
又
は
喪
失
し
た
年
月
日

（
退
職
所
得
控
除
額
の
控
除
を
行
っ
た
者
の
届
出
）

第
四
十
四
条

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
て
退
職
所
得
控
除
額
の
控
除
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
手
当
等
の
種
類

二

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
年
月
日

三

退
職
所
得
控
除
額

四

勤
続
期
間

（
第
二
号
加
入
者
の
届
出
）

第
四
十
五
条

第
二
号
加
入
者
は
、
毎
年
一
回
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
資
格
の
取
得
の
有

無
に
関
す
る
事
項
を
連
合
会
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

企
業
型
年
金
加
入
者



五
七
頁

二

企
業
年
金
制
度
の
加
入
員
又
は
受
益
者
等

三

国
家
公
務
員
共
済
組
合
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
の
組
合
員

四

私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
又
は
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員

２

前
項
の
届
書
に
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
喪
失
の
届
出
）

第
四
十
六
条

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
り
、
又
は
死
亡
し
た

場
合
を
除
く
。
）
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

三

個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
っ
た
事
由

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
等
）

第
四
十
七
条

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



五
八
頁

一

氏
名
（
氏
名
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
）
、
性
別
、
住
所
（
住
所
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
変

更
前
及
び
変
更
後
の
住
所
）
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
年
月
日

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
被
保
険
者
資
格
の
種
別
変
更
の
届
出
）

第
四
十
八
条

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
資
格
の
種
別
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
以
下
単
に
「
第
一
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る

個
人
型
年
金
加
入
者
が
第
二
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

ロ

資
格
の
種
別
の
変
更
の
年
月
日

ハ

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の
年
月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
毎

月
の
掛
金
の
額

ニ

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
の
方
法



五
九
頁

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

二

第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
個
人
型
年
金
加
入
者
が
第
一
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ロ

国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
に
あ
っ
て
は
、
国
民
年
金
基
金
加
入
番
号
及
び
毎
月
の
掛
金
額

ハ

農
業
者
年
金
基
金
の
加
入
者
に
あ
っ
て
は
、
農
業
者
年
金
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

ニ

付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
者
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
申
し
出
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
届
書
（
同
項
第
一
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
付
加
保
険
料
納
付
の
届
出
等
）

第
四
十
九
条

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
農
業
者
年
金
基
金
に
加
入
し
、
又
は
付
加
保
険
料
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
若
し
く

は
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
終
了
し
た
者
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
申
し
出
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



六
〇
頁

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

農
業
者
年
金
基
金
に
加
入
し
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
日
、
農
業
者
年
金
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号
及
び
毎
月
の
掛
金
額

三

付
加
保
険
料
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
終
了
し
た
者
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事

務
局
長
に
申
し
出
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
日

（
個
人
型
年
金
加
入
者
の
障
害
基
礎
年
金
受
給
の
届
出
等
）

第
五
十
条

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
た
後
に
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
障
害
基
礎
年

金
の
裁
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

障
害
基
礎
年
金
の
国
民
年
金
証
書
の
番
号

２

前
項
の
届
書
に
は
、
障
害
基
礎
年
金
の
国
民
年
金
証
書
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

個
人
型
年
金
加
入
者
は
、
そ
の
資
格
を
取
得
し
た
後
に
国
民
年
金
法
第
八
十
九
条
第
三
号
の
施
設
に
入
所
し
た
と
き
は
、

十
四
日
以
内
に
、
当
該
施
設
の
長
の
証
明
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。



六
一
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（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
の
届
出
）

第
五
十
一
条

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
が
企
業
型
年
金
加
入

者
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日

（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
の
申
出
）

第
五
十
二
条

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
出
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
る
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

ロ

個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
ろ
う
と
す
る
年
月
日

ハ

国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
に
あ
っ
て
は
、
国
民
年
金
基
金
加
入
番
号
及
び
毎
月
の
掛
金
額

ニ

農
業
者
年
金
基
金
の
加
入
者
に
あ
っ
て
は
、
農
業
者
年
金
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号
及
び
毎
月
の
掛
金
額



六
二
頁

ホ

付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
者
と
し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
申
し
出
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

ヘ

毎
月
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
額

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

ニ

第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

前
号
イ
、
ロ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項

ロ

個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
の
方
法

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項

２

前
項
の
申
出
書
（
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
所
得
控
除
額
の
控
除
を
行
っ
た
者
の
届
出
）

第
五
十
三
条

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
は
、
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
て
退
職
所
得
控
除
額
の
控
除
を
行
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
手
当
等
の
種
類



六
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二

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
年
月
日

三

退
職
所
得
控
除
額

四

勤
続
期
間

（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
の
氏
名
変
更
の
届
出
等
）

第
五
十
四
条

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
は
、
そ
の
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
（
氏
名
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名
）
、
性
別
、
住
所
（
住
所
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
変

更
前
及
び
変
更
後
の
住
所
）
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

氏
名
又
は
住
所
の
変
更
の
年
月
日

（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
）

第
五
十
五
条

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

個
人
型
年
金
加
入
者
の
国
民
年
金
の
被
保
険
者
資
格
の
種
別



六
四
頁

三

個
人
型
年
金
加
入
者
の
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
の
年
月
日

四

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
の
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
の
年
月
日

五

個
人
型
年
金
加
入
者
が
国
民
年
金
基
金
若
し
く
は
農
業
者
年
金
基
金
に
加
入
し
、
又
は
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る
者
と

し
て
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
申
し
出
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
資
格
の
取
得
又
は
喪
失
の
年
月
日

六

企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
を
除
き
、
個
人
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
者
に

限
る
。
）
の
氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号
並
び
に
当
該
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を
喪
失
し

た
年
月
日
及
び
連
合
会
に
資
産
が
移
換
さ
れ
た
年
月
日

七

個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
掛
金
に
関
す
る
事
項
（
掛
金
の
納
付
の
方
法
を
含
む
。
）

２

連
合
会
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
関
す
る
原
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
保
護
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

個
人
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
の
内
容
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
備
え
置
か
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
備
置
き
を
も



六
五
頁

っ
て
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
書
類
の
備
置
き
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
合
会
は
、
当
該
記
録

が
滅
失
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
帳
簿
）

第
五
十
六
条

法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
を
取
得
又
は
喪
失
し
た
年
月
日
（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
に
あ
っ
て
は
、
個
人
型
年

金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
及
び
喪
失
し
た
年
月
日
を
含
む
。
）

三

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
、
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
企
業
型
年
金
又
は
個
人
型
年
金
を
実
施
す
る
者
の
名
称
（
個
人
型
年
金
加
入
者
等
で
あ
っ
た
と
き
は
、

連
合
会
）
、
住
所
並
び
に
そ
れ
ら
の
資
格
を
取
得
及
び
喪
失
し
た
年
月
日

四

こ
れ
ま
で
拠
出
さ
れ
た
年
月
日
ご
と
の
掛
金
額
及
び
掛
金
を
拠
出
し
た
者
の
名
称

五

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
行
っ
た
運
用
の
指
図
の
内
容
（
運
用
の
指
図
の
変
更
の
内
容
を
含
む
。
）
及
び
当
該
運
用
の

指
図
を
行
っ
た
年
月
日
（
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
を
行
っ
た
年
月
日
）



六
六
頁

六

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
個
人
型
年

金
加
入
者
等
に
通
知
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額
及
び
運
用
の
指
図
に
係
る
運
用
の
契
約
ご
と
の
そ
の
者
の
持
分
に
相
当
す

る
額

七

次
に
掲
げ
る
期
間

イ

企
業
型
年
金
加
入
者
期
間

ロ

企
業
型
年
金
運
用
指
図
者
期
間

ハ

個
人
型
年
金
加
入
者
期
間

ニ

個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
期
間

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
以
外
の
期
間

八

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
受
給
権
者
と
な
っ
た
と
き
又
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
遺
族
に
死
亡
一
時
金
が
支
給
さ
れ

た
と
き
は
、
給
付
（
脱
退
一
時
金
を
含
む
。
）
の
内
容
、
支
給
の
方
法
及
び
支
給
の
実
績
（
支
給
さ
れ
た
年
金
又
は
一
時

金
に
係
る
徴
収
税
額
を
含
む
。
）

九

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
死
亡



六
七
頁

一
時
金
を
受
け
る
者
を
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
型
年
金
加
入
者
等
と
の
関
係

十

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
個
人
別
管
理
資
産
か
ら
負
担
し
た
事
務
費
そ
の
他
の
費
用
の
内
容
及
び
そ
れ
を
負
担
し
た
年

月
日

十
一

法
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
産
の
移
換
が
行
わ

れ
た
年
月
日
、
移
換
額
、
事
業
主
へ
の
返
還
資
産
額
そ
の
他
移
換
に
関
す
る
事
項

十
二

法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
企
業
年
金
制
度
又
は
退
職
手
当
制
度
か
ら
そ
の
資
産
の
全
部
又
は
一
部
の
移
換
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
制
度
の
種
類
、
当
該
資
産
の
移
換
が
行
わ
れ
た
年
月
日
、
移
換
額
、
通
算
加
入
者
等

期
間
に
算
入
さ
れ
た
期
間
そ
の
他
移
換
に
関
す
る
事
項

十
三

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
、
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
小
規
模
企
業
共
済
契
約
者
の
資
格
を
有
す
る

と
き
は
、
そ
の
資
格
の
種
類
及
び
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
（
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
喪
失
し
た
年
月
日
を
含

む
。
）

十
四

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
退
職
手
当
等
の
支
払
い
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
き
（
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係

る
第
七
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

退
職
手
当
等
の
種
類

ロ

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
た
年
月
日

ハ

退
職
所
得
控
除
額

ニ

勤
続
期
間

２

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
は
、
少
な
く
と
も
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
ま
で
、
各
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
関
す
る
帳
簿
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
型
年

金
加
入
者
等
帳
簿
」
と
い
う
。
）
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

一

個
人
型
年
金
加
入
者
等
が
そ
の
個
人
別
管
理
資
産
を
企
業
型
年
金
に
移
換
し
た
場
合

移
換
先
の
そ
の
者
に
係
る
記
録

関
連
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
等
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
引
き
継
い
だ
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
し
た
日

二

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
他
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
記
録
関
連
業
務
を
承
継
し
た
場
合

承

継
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
引
き
継
い
だ
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た

日
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三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
も
の

個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

九
条
の
給
付
を
受
け
る
権
利
が
消
滅
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
日

３

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
保
護
上
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
電
磁
的
方
法
又
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
保
存
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

４

個
人
型
年
金
加
入
者
等
帳
簿
の
内
容
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の

他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
備
え
置
か
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
の
備
置
き
を
も

っ
て
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
書
類
の
備
置
き
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
個
人
型
記
録
関
連
運
営

管
理
機
関
は
、
当
該
記
録
が
滅
失
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

掛
金

（
第
二
号
加
入
者
に
係
る
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
の
方
法
等
）

第
五
十
七
条

法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
は
、
第
三
十
九
条
の
申
出
書
に
毎
月
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の

納
付
の
方
法
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

第
二
号
加
入
者
は
、
毎
月
の
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
納
付
の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

変
更
の
年
月
日
並
び
に
変
更
前
及
び
変
更
後
の
毎
月
の
掛
金
の
納
付
の
方
法

３

前
項
の
届
書
に
は
、
第
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
掛
金
の
額
の
通
知
）

第
五
十
八
条

法
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
連
合
会
が
同
条
第
一
項
の
納
付
を
受
け
る
日
と
し
て
個
人
型
年

金
規
約
で
定
め
る
日
か
ら
七
営
業
日
以
内
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
節

雑
則

（
準
用
規
定
）

第
五
十
九
条

前
章
第
四
節
の
規
定
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
個
人
別
管
理
資
産
の
運
用
に
つ
い
て
、
同
章
第
五
節
の
規
定

は
個
人
型
年
金
の
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
中
「
企
業

型
年
金
加
入
者
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
年
金
加
入
者
」
と
、
「
企
業
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
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「
個
人
型
運
用
関
連
運
営
管
理
機
関
」
と
、
「
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
記
録
関
連
運

営
管
理
機
関
」
と
、
「
企
業
型
年
金
規
約
」
と
あ
る
の
は
「
個
人
型
年
金
規
約
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
連
合
会
の
行
為
準
則
）

第
六
十
条

法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
三
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

運
用
関
連
業
務
を
委
託
す
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
、
特
定
の
運
用
の
方
法
を
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
対

し
提
示
さ
せ
る
こ
と
。

二

運
用
関
連
業
務
を
委
託
す
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
に
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
提
示
し
た
運
用

の
方
法
の
う
ち
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
、
又
は
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
を
勧
め
さ
せ
る
こ
と
。

三

個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
運
用
関
連
業
務
を
委
託
す
る
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
提
示
し
た
運
用
の

方
法
の
う
ち
特
定
の
も
の
に
つ
い
て
指
図
を
行
う
こ
と
、
又
は
指
図
を
行
わ
な
い
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
。

四

個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
法
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
運
用
の
指
図
を
自

己
又
は
個
人
型
年
金
加
入
者
等
以
外
の
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
。
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五

個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
対
し
て
、
当
該
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
運
営
管
理
業
務
を
行
う
確
定
拠
出
年
金
運
営

管
理
機
関
と
し
て
特
定
の
も
の
を
指
定
し
、
又
は
そ
の
指
定
を
変
更
す
る
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
。

（
個
人
型
年
金
加
入
者
を
使
用
す
る
企
業
の
書
類
の
提
出
）

第
六
十
一
条

連
合
会
は
、
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
が
当
該
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
に
お
い
て
初
め
て
法
第

六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
（
同
項
第
二
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
厚
生
年
金
適
用
事

業
所
の
事
業
主
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
連
絡
先

二

当
該
申
出
を
し
た
者
が
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
を
す
る
と
き
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
掛
金
の
収
納

に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
金
融
機
関
（
郵
政
事
業
庁
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
「
収
納
事
務
取
扱
金
融
機
関
等
」
と
い

う
。
）
の
名
称
及
び
そ
の
預
金
通
帳
又
は
郵
便
貯
金
通
帳
の
記
号
番
号
並
び
に
収
納
事
務
取
扱
金
融
機
関
等
に
対
す
る
届

出
印

（
法
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
等
に
お
け
る
国
民
年
金
基
金
規
則
等
の
適
用
）

第
六
十
二
条

法
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
国
民
年
金
基
金
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
五
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十
八
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
十
四
条
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
の
項
中
「
連
合
会
が

支
給
す
る
年
金
及
び
一
時
金
」
と
あ
る
の
は
「
連
合
会
が
支
給
す
る
年
金
及
び
一
時
金
（
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年

法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
が
支
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
第
四
十
七
条
の
項
中

「
評
議
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
個
人
型
年

金
規
約
策
定
委
員
会
」
と
す
る
。

２

法
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
財
務
及
び
会

計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
九
号
）
第
八
条
第
二
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

六

確
定
拠
出
年
金
の
個
人
型
年
金
に
関
す
る
事
項

第
十
九
条
中
「
法
」
と
い
う
。
）
、
」
と
あ
る
の
は
「
法
」
と
い
う
。
）
、
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八

十
八
号
）
（
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
、
」
と
す
る
。

第
二
十
条
の
表
第
二
条
第
一
項
の
項
中
「
、
事
業
経
理
及
び
業
務
経
理
」
と
あ
る
の
は
「
、
事
業
経
理
、
業
務
経
理
及
び

確
定
拠
出
年
金
事
業
経
理
」
と
、
同
表
第
二
条
第
二
項
の
項
中
欄
中
「
業
務
経
理
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
経
理
は
、
そ
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の
他
の
取
引
を
経
理
」
と
し
、
同
項
下
欄
中
「
業
務
経
理
は
、
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
経
理
は
、
そ
の
他
の
取
引
（
確
定
拠

出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
型
年
金
の
事
業
に
係
る
取
引
を
除
く
。
）

を
経
理
す
る
も
の
と
し
、
確
定
拠
出
年
金
事
業
経
理
は
、
個
人
型
年
金
の
事
業
に
係
る
取
引
を
経
理
」
と
し
、
同
表
第
四
条

第
二
項
の
項
中
「
又
は
業
務
経
理
」
と
あ
る
の
は
「
、
業
務
経
理
又
は
確
定
拠
出
年
金
事
業
経
理
」
と
し
、
同
表
第
十
八
条

の
項
中
「
又
は
業
務
経
理
」
と
あ
る
の
は
「
、
業
務
経
理
又
は
確
定
拠
出
年
金
事
業
経
理
」
と
す
る
。

３

法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
民
年
金
基
金
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
国
民

年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
業
務
経
理
」
と
あ
る
の

は
「
、
業
務
経
理
、
確
定
拠
出
年
金
事
務
経
理
及
び
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
務
経
理
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
他

の
取
引
を
経
理
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
取
引
（
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
十
一
条
各

号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
同
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
運
営
管
理
業
務
に
係
る
取
引
を
除
く
。
）
を
経
理
し
、
確
定
拠
出

年
金
事
務
経
理
は
、
確
定
拠
出
年
金
法
第
六
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
取
引
を
経
理
し
、
確
定
拠
出
年
金
運
営
管

理
業
務
経
理
は
、
運
営
管
理
業
務
に
係
る
取
引
を
経
理
」
と
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
十
八
条
中
「
業
務
経
理
」
と
あ
る
の

は
「
業
務
経
理
、
確
定
拠
出
年
金
事
務
経
理
又
は
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
務
経
理
」
と
す
る
。
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４

法
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
基
金
の
業
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
厚
生

年
金
基
金
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
及
び
業
務
経
理
」
と
あ
る
の
は
「
、

業
務
経
理
、
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
業
務
経
理
及
び
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
務
」
と
、
「
そ
の
他
の
取
引
は
業
務
経

理
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
取
引
（
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
資
産
管
理
契
約
に
係
る
業
務
及
び
同
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
運
営
管
理
業
務
に
係
る
取
引
を
除
く
。
）
は
業
務

経
理
に
よ
り
、
資
産
管
理
契
約
に
業
務
に
係
る
取
引
は
確
定
拠
出
年
金
資
産
管
理
業
務
経
理
に
よ
り
、
運
営
管
理
業
務
に
係

る
取
引
は
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
務
経
理
」
と
、
第
四
十
九
条
見
出
し
中
「
業
務
経
理
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
経
理
等

」
と
、
同
条
中
「
業
務
経
理
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
経
理
及
び
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
務
経
理
」
と
す
る
。

第
三
章

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換

（
企
業
型
年
金
加
入
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申
出
等
）

第
六
十
三
条

法
第
八
十
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格

を
取
得
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
（
法
第
八
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年

金
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
速
や
か
に
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
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る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
日
ま
で
）
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
八
十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

乙
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び

乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
住
所

二

法
第
八
十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録

関
連
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所
（
当
該
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）

三

法
第
八
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個

人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
で
あ
る
旨

四

法
第
八
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

乙
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
住
所

ロ

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
申
し
出
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五

法
第
八
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
当
該
資
格
を
取
得
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項
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イ

個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
の
名
称
及
び
住
所

ロ

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
申
し
出
る
と
き
は
、
そ
の
旨

２

法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
及
び
連
合
会
は
、

乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
又
は
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
（
第
六
十
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に

、
法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
及
び
個
人
型
年
金
の
個

人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
は
、
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
当
該
資
格
を
取
得
し
た
者
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
甲
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
及
び
住
所

二

法
第
八
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
移
換
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額
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三

乙
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
又
は
個
人
型
年
金
の
個
人
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年

月
日

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

（
個
人
型
年
金
加
入
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申
出
等
）

第
六
十
四
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
を
除
く
。
）
が
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
と
き
は
、
五
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
企
業
型
年
金
の
障
害
給
付
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
以
外
の
者
が
当
該
申
出
を
し
た
場
合

当
該
企
業
型
年
金
を

実
施
す
る
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
登
録
番
号
及
び
法
第
八
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
で
あ
る
旨

二

当
該
企
業
型
年
金
の
障
害
給
付
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
が
当
該
申
出
を
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び

登
録
番
号
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ロ

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
を
申
し
出
る
と
き
は
、
そ
の
旨

２

法
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
は
、
当
該
企
業
型

年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
及
び
個
人
型
年
金
の

第

条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
法
第

六
十
六

六
十
二
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
者
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

一

氏
名
及
び
住
所

二

法
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
移
換
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額

三

当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月
日

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

（
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
と
な
っ
た
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
申
出
等
）
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第
六
十
五
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
で
あ
っ
た
者
（
個
人
型
年
金
加
入
者
を
除
く
。
）
が
法
第
六
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
し
た
者
は
、
当
該
申
出
を
し
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
企
業
型
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
及
び
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
名
称
及
び
登

録
番
号
又
は
法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管
理
資
産
が
移
換
さ
れ
た
者
で
あ
る
旨

二

法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
そ
の
旨

２

法
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
は
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業

型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
及
び
法

第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、

当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
及
び
個
人
型
年
金
の
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運
営

管
理
機
関
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
、
法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
申
出
を
し
た
者
の
次
に

掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

氏
名
及
び
住
所

二

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
換
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額

三

当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月
日

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
一
項
各
号
又
は
第
五
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

４

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
（
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
申
出
を
し
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、

当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
連
合
会
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
、
法

第
六
十
四
条
第
二
項
の
申
出
を
し
た
者
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
型
特
定
運
営

管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
が
同
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
申
出
を
し
た
者
の
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

氏
名
及
び
住
所

二

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
換
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額

三

当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月
日

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
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（
そ
の
他
の
者
の
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
の
実
施
等
）

第
六
十
六
条

企
業
型
年
金
の
資
産
管
理
機
関
は
、
法
第
八
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
そ

の
他
の
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
企
業
型
年
金
に
個
人
別
管
理
資
産
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
企
業
型

年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
別
管
理
資
産
の

移
換
及
び
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
そ
の
他
の
者
が
あ
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
他
の
者
の
次

に
掲
げ
る
事
項
を
個
人
型
年
金
の
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
（
連
合
会
が
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
営
管
理

業
務
を
委
託
し
た
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
で
あ
っ
て
、
連
合
会
が
令
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
別
管

理
資
産
が
連
合
会
に
移
換
さ
れ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
等
の
記
録
及
び
保
存
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
し
た
も

の
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
及
び
住
所

二

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
換
し
た
個
人
別
管
理
資
産
額

三

当
該
企
業
型
年
金
の
企
業
型
年
金
加
入
者
等
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
年
月
日



八
三
頁

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

（
個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
に
係
る
行
為
に
関
す
る
通
則
）

第
六
十
七
条

企
業
型
年
金
の
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
及
び
資
産
管
理
機
関
、
連
合
会
並
び
に
個
人
型
年
金
の
個

人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
及
び
個
人
型
特
定
運
営
管
理
機
関
は
、
法
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る

個
人
別
管
理
資
産
の
移
換
、
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
返
還
資
産
額
の
返
還
並
び
に
第
六
十
三
条
第
三
項
、
第
六
十
四

条
第
三
項
、
第
六
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
た
め
必
要
な
行
為

を
行
う
と
き
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
そ
の
行
為
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
章

雑
則

（
資
料
の
提
供
）

第
六
十
八
条

法
第
百
十
一
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
資
格
に
関
す
る
資
料

二

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
る
個
人
型
年
金
加
入
者
等
に
係
る
国
民
年
金
法
第
八
十
七
条
の
保
険
料
及
び
付
加
保
険
料
の
納

付
に
関
す
る
資
料



八
四
頁

（
死
亡
の
届
出
）

第
六
十
九
条

法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
連
合
会
（
受
給
権
者
が
死
亡

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
給
権
を
裁
定
し
た
者
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
及
び
生
年
月
日

二

個
人
型
年
金
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
年
金
番
号

三

死
亡
年
月
日

２

前
項
の
届
書
に
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
又
は
受
給
権
者
の
死
亡
に
つ
い
て
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
脱
退
一
時
金
の
支
給
の
請
求
）

第
七
十
条

法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
脱
退
一
時
金
の
支
給
の
請
求
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
、
個

人
型
年
金
運
用
指
図
者
に
あ
っ
て
は
個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
、
個
人
型
年
金
運
用
指
図
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て

は
連
合
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

氏
名
、
性
別
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
基
礎
年
金
番
号

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
型
年
金
規
約
で
定
め
る
事
項



八
五
頁

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
生
年
月
日
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
長
）
の
証
明
書

二

請
求
者
が
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

申
出
者
が
第
二
号
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
類

ロ

申
出
者
を
使
用
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の

旨
、
当
該
事
業
主
が
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
申
出
者
が
企
業
型
年
金
加
入
者
の
資
格
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
書

ハ

申
出
者
が
次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
事
業
主
の
証
明
書

厚
生
年
金
基
金
の
加
入
員

(1)

石
炭
鉱
業
年
金
基
金
に
係
る
坑
内
員
又
は
坑
外
員

(2)

適
格
退
職
年
金
制
度
の
受
益
者
等

(3)

国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員

(4)



八
六
頁

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
の
組
合
員

(5)

私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者

(6)

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員

(7)

三

請
求
者
が
国
民
年
金
の
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
書
類

（
権
限
の
委
任
）

第
七
十
一
条

法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
令
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は

、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行
う

こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

二

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

三

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

四

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

五

法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
権
限



八
七
頁

六

法
第
五
十
条
に
規
定
す
る
権
限

七

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

八

法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

九

法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限

十

法
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
権
限
（
事
業
主
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

十
一

令
第
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
権
限

２

法
第
百
十
四
条
第
四
項
及
び
令
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
権
限
は
、
地
方
厚
生
支
局
長

に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
厚
生
局
長
が
権
限
を
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



様式第一号（第三条第一項第二号関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

（会社名）殿

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名

又は被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の氏名 印

同 意 書

確定拠出年金法に基づく企業型年金の実施に同意し、併せて、 企業

型年金規約の作成及び地方厚生（支）局長への承認申請に同意します。

（記載上の注意）

１ 「氏名」は、必ず本人が記名、押印すること。．

２ 「被用者年金被保険者等」とは、確定拠出年金法第２項第６項に規定する．

者をいう。



様式第二号（第六条第一項第一号関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

（会社名）殿

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名

又は被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の氏名 印

同 意 書

企業型年金規約の変更及び地方厚生（支）局長への承認申請に同意

します。

（記載上の注意）

１ 「氏名」は、必ず本人が記名、押印すること。．

２ 「被用者年金被保険者等」とは、確定拠出年金法第２項第６項に規定する．

者をいう。



様式第三号（第七条第一項関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

（会社名）殿

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名

又は被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の氏名 印

同 意 書

企業型年金規約の変更及び地方厚生（支）局長への届出に同意し

ます。

（記載上の注意）

１ 「氏名」は、必ず本人が記名、押印すること。．

２ 「被用者年金被保険者等」とは、確定拠出年金法第２項第６項に規定する．

者をいう。



様式第四号（第二十五条関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

（会社名）殿

労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名

又は被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の氏名 印

同 意 書

確定拠出年金企業型年金の終了に同意します。

（記載上の注意）

１ 「氏名」は、必ず本人が記名、押印すること。．

２ 「被用者年金被保険者等」とは、確定拠出年金法第２項第６項に規定する．

者をいう。



様式第五号 労働組合がある場合 第三条第一項第二号 第六条第一項第一号（ ）（ 、 、

第七条第一項及び第二十五条関係） （日本工業規格Ａ４）

労働組合の現況について

年 月 日現在の標記状況は以下の通りです。

１．事業所名称

２．当該事業所における厚生年金保険被保険者数

３．当該事業所における労働組合加入者数

４．組織率（％）＊（労働組合加入者数 厚生年金被保険者数×１００）÷

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

厚生（支）局長 殿

住 所

事業所名称

事業主名称 印

（注 「厚生年金保険被保険者数」は、管理職を含む事業所の全ての被保険者数）

であり、そのうち、労働組合に加入している者の数が 「労働組合加入者数」、

であること。

なお、組織率は５０％を超えていること。



様式第六号 労働組合がない場合 第三条第一項第二号 第六条第一項第一号（ ）（ 、 、

第七条第一項及び第二十五条関係） （日本工業規格Ａ４）

証 明 書

当社には、従業員の過半数で構成する労働組合がないことから、下記の者が

当社の厚生年金保険被保険者の過半数を代表する者として、正当に選出された

者であることを証明します。

記

１．氏名等

（１）所 属

（２）役 職

（３）住 所

（４）氏 名

（５）選出方法（具体的に）

（例：職制を通じて、確定拠出年金の制度説明及び導入の可否を議論し、

せて上記の者を代表とすることの可否を議論したところ、以下の者

賛成を得るところとなり、かつ過半数を超えることとなったため、

式に代表とすることとしたものである ）。

２．上記の者を代表と認める厚生年金保険被保険者数

３．厚生年金保険被保険者総数

上記のとおり相違ないことを証明します。

年 月 日

厚生（支）局長 殿

住 所

事業所名称

事業主名称 印

（注 「厚生年金保険被保険者数」は、管理職を含む事業所の全ての被保険者数）

であり、そのうち、代表と認める被保険者数は過半数であること。



様式第七号（第二十七条第一項関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

厚生労働大臣 殿

整理番号

名 称

代表者氏名 印

住 所

確定拠出年金・企業型年金実施事業主業務報告書

確定拠出年金法第５０条の規定により 別添のとおり業務報告書を提出します、 。



企業型年金実施事業主業務報告書

（ 年 月 日から 年 月 日まで）

１．厚生年金保険適用者数

人 数

男 人

女 人

計 人

２．加入者の状況

加入者の状況 前期末 資格取得者 資格喪失者 加入者総計

男 人 人 人 人

女 人 人 人 人

計 人 人 人 人

運用指図者の状況 前期末 資格取得者 資格喪失者 運用指図者

総 計

男 人 人 人 人

女 人 人 人 人

計 人 人 人 人

３．掛金の状況

掛金総額 円



４．返還資産額の状況

人 数 返還資産額

男 人 円

女 人 円

計 人 円

５．各運用商品ごとに選択している個人別管理資産残額の状況

運用商品名 信託財産・保険解約返戻金等の資産額

円

円

円

（記載上の注意）

複数の企業で企業型年金を実施している場合は、各企業の状況について作成

し、併せて企業型年金全体の状況について作成すること。



様式第八号（第二十七条第二項関係） （日本工業規格Ａ４）

年 月 日

厚生労働大臣 殿

整理番号

又は名称

代表者氏名 印

所 在 地

確定拠出年金・企業型年金事業主運営管理業務報告書の提出について

確定拠出年金法第５０条の規定により、別添の通り業務報告書を提出します。



企業型年金事業主運営管理業務報告書

（ 年 月 日から 年 月 日まで）

１．事業主が担当する企業型年金加入者等の人数の状況

①法第２条第７項第１号イに係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）

②法第２条第７項第１号ロに係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）

③法第２条第７項第１号ハに係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）

④法第２条第７項第２号に係る業務

企業型年金加入者数 名（男 名、女 名）

企業型年金運用指図者数 名（男 名、女 名）

合計 名（男 名、女 名）



（法第２条第７項第１号イに係る業務の実施状況）

２．事業主が法第２条第７項第１号イに係る業務を担当する企業型年金加入者に係

る掛金に関する事項

掛金総額 平均掛金額

男 円 円

女 円 円

計 円 円

３．事業主が法第２条第７項第一号イに係る業務を担当する企業型年金加入者等に

係る運用に関する事項

運用商品名 企業型年金加入者等数 個人別管理資産総額

企業型年金加入者数 人 円

企業型年金運用指図者数 人 円

合 計 人 円

企業型年金加入者数 人 円

企業型年金運用指図者数 人 円

合 計 人 円



４．事業主が法第２条第７項第１号イに係る業務を担当する受給者等に係る年金給

付に関する事項

年金等給付 受給者数 新規受給者数 支払金額（ ）

年 金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

老齢給付金

一時金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

年 金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

障害給付金

一時金 男 人 人 円 円（ ） （ ）

女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）

男 人 円

死亡一時金 女 人 円

計 人 円

男 人 人 円 円（ ） （ ）

計 女 人 人 円 円（ ） （ ）

計 人 人 円 円（ ） （ ）



（法第２条第７項第１号ロに係る業務の実施状況）

５．事業主が法第２条第７項第１号ロに係る業務を担当する企業型年金加入者等が

行った運用の指図の内容の資産管理機関への通知の件数

資産管理機関への通知

企業型年金加入者 男 件

女 件

計 件

企業型年金運用指図者 男 件

女 件

計 件

（法第２条第７項第１号ハに係る業務の実施状況）

６．事業主が法第２条第７項第１号ハに係る業務を担当する企業型年金加入者等に

係る給付を受ける権利の裁定の件数

老 齢 給 付 金 障 害 給 付 金 死 亡 一 時 金

男 男 男

女 女 女

計 計 計



（法第２条第７項第２号に係る業務の実施状況）

７．報告者が法第２条第７項第２号に係る業務を担当する企業型年金加入者等に係

る運用の方法の選定及び提示の状況

提示商品数 第１号商品数 第２号商品数 第３号商品数

（記載上の注意）

１ 「第１号商品数 「第２号商品数 「第３号商品数」は、それぞれ令第１． 」、 」、

４条第１号に規定する運用の方法の数、同条第２号に規定する運用の方法の

数、同条第３号に規定する運用の方法の数とする。

２．企業型年金加入者等に対して提示している一の運用商品群ごとに記載する

こと。

３．企業型年金加入者等に提示した運用商品を変更し、提示商品数、第１号商

品数、第２号商品数又は第３号商品数が異なるときは、変更前のものと変更

後のものをそれぞれ別に取扱うこと。

４．提示商品数の少ない順に記入すること。



８．事業主が法第２条第７項第２号に係る業務を担当する企業型年金加入者等に係

る運用の方法の情報提供の内容

運用商品名 情報提供の内容の概要 情報提供の回数

（記載上の注意）

１ 「情報提供の内容の概要」は、報告者が選定・提示した運用商品ごとに企．

業型年金加入者等に対して行った情報提供の内容を簡潔に記載すること。

２ 「情報提供の回数」は、当該事業年度において、企業型年金加入者等に対．

し情報提供を行った回数を記載すること。



様式第九号（第二十八条関係）

表 面

第１２０条 次の各号のいずれかに該当する者は、６

月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。

一 第５１条第１項の規定による報告をせず、若し

くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該

職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

陳述をし 若しくは同項の規定による検査を拒み、 、

妨げ、若しくは忌避した者 確定拠出年金・企業型年金

実 施 事 業 主 検 査 証

裏 面

第 号 確定拠出年金法（抄）

年 月 日交付

第５１条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な

限度において、事業主に対し、企業型年金の実施状

況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業所

に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にそ

厚生労働大臣、 の状況を検査させることができる。

地方厚生局長 ２ 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員

又は地方厚生 は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の

支局長印 請求があるときは これを提示しなければならない、 。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認

められたものと解釈してはならない。

官職又は職名 氏 名

備 考 この証は、日本工業規格Ａ列７番の大きさとし、厚紙を用い、中央

の点線のところから二つ折とすること。


